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内藤（事務局長）  それでは、皆様方、新年明けましておめでとうございます。 

 本日第６回の新町名称あるいは庁舎等検討小委員会をご案内申し上

げました。本当に年の初めでございまして、皆様方には何かとご多忙

の中を繰り合わせてご出席いただきまして、まことにありがとうござ

います。 

 早速でございますが、初めに当たりまして立石委員長からごあいさ

つをいただきます。 

立石（委員長）   皆さん、改めまして明けましておめでとうございます。 

 昨年中はこの小委員会に対しまして精力的な取り組みをいただきま

したことを改めてお礼申し上げます。また、本年もひとつよろしくお

願いしたいと思います。 

 さて、今、司会者の方からありましたように、当委員会も新町名称

２次選考の段階に入ってまいりまして、いろいろとこの正月休みの間

にご検討いただいたことと思っております。 

 どうか、所期の目的のとおり、今日は５点程度に、そうでしたね、

５点に絞り込みという作業でございます。どうか、ひとつ皆さんよろ

しくお願いをいたしまして、開会のあいさつといたします。 

内藤（事務局長）  どうもありがとうございました。 

 本日の小委員会につきましては、藤原昇委員さんから欠席の旨の連

絡がございましたので、ここでご報告を申し上げます。 

 また、後ほど若干ご案内申し上げますけども、委員会終了後、また

席を改めていただきまして懇親会の予定をいたしております。また、

そちらの方へお運びいただくことにしまして、この委員会につきまし

ては３時から３時半ごろの間に何とかお願いを申し上げまして、向こ

うで４時には開会できるようにご協力を初めにお願い申し上げます。 

 それでは、委員長、議事進行をよろしくお願い申し上げます。 

立石（委員長）   それでは、小委員会規程の定めによりまして、ただいまから始めさ

せていただきます。 

 本日は委員１０名中９名の出席をいただいておりますので、定足数

に達しております。 

 また、本日の小委員会につきましては、新町名称の第２次選考でご

ざいまして、前回と同様新町名称の絞り込みでございますので、正・

副会長、行政側の幹事の皆さんにつきましては本日の出席は求めてお

りません。したがいまして、我々委員さんと事務局で会議を進めてま

いりたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、今回につきましても、発言の際には例によって町名とお名前

会 議 経 過 
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をお願いいたします。 

 それでは、早速、協議に入らせていただきます。 

 事務局、早速でございますが、絞り込みの作業についてひとつ説明

をお願いいたします。 

浅田（事務局）   それでは、私の方から本日の作業につきまして、委員長の方からも

ございましたように、本日は第２次選考ということで、次回合併協議

会に最終的に提出をさせていただきます名称、約５点程度という形に

させていただいておりまして、このあたりにつきましては、少し後ほ

ど経過等もご説明させていただく中で、委員さんの方でひとつご判断

をいただければというふうに思っております。 

 まず、作業に入っていただく前に、大変恐縮ですけれども、事務局

の方からこれまでの経緯、経過、そういったものも含めまして大きく

２つご報告等をさせていただきたいことがございます。 

 資料等は特に配付をさせていただいておりませんけれども、まず１

点目が、各委員さんもご存じのように、昨日、神崎・市川・大河内の

合併協議会が正式に法定手続をとられて設置をなされました。これに

つきましては、これまで新聞等でよくご存じかとも思いますけれど

も、神崎・大河内で進めておりましたさまざまな事務的な事業も含め

て、市川町が入ることにより、最大限尊重するといったことが覚書と

して３町長間で取り決めをなされております。 

 そういった中で、この第１小委員会にゆだねられております新町の

名称につきましても、条文が１つ入ってございます。その条文を朗読

を少しさせていただきたいと思うんですけれども、第３条というとこ

ろがございまして、３町合併の新町の名称は、神崎町・大河内町合併

協議会で決定した公募要領によるものとし、新町の名称の決定に当た

っては３町の合併協議会の協議を経て決定するものとすると、少し読

み取りにくい表現になっておるんですけれども、これは、これまで３

町の町長間でさまざまな調整会議をなされてまいりました、その中の

一つの覚書といった中での協定事項でございます。と申しますのは、

当然、ご存じのように１７年３月末の申請ということになれば、市川

町の入ってこられる３町合併については時間が本当にございません。

そういった中で、２町で進めてきたものを最大限尊重するといったこ

とが言われておりますので、名称につきましてもどういった対応をす

るんだということが求められておりました。 

 そういった中で、昨日、この神崎・大河内という一つの合併協議会

と新たな神崎・市川・大河内という合併協議会が立ち上がりまして、
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実はこの月曜日、１月１０日にその３町の第１回目の協議会が市川町

の方で開催をされます。その前座ということはないんですけれども、

それの協議事項につきまして、昨日３町の助役以下の幹部が寄りまし

て幹事会という組織を結成されて、いろいろ第１回の３町合併協議に

上げる協議項目の検討をなされました。その中におきまして、いきな

り協議項目といたしまして新町名称といったものが出ておりまして、

これについてどうするんだということの議論がなされたところでござ

います。 

 最終的には、２つの協議会ですから、神崎・大河内の２町は２町で

一つの名前を決定をいただくと。そして、３町の方については、３町

の合併協議会の方で、２町でこれまで募集したものを参考にするな

り、また新たに募集するなりといったいろんな話が出る中で、そちら

の方については３町の協議会の中で検討いただこうというお話になっ

たところでございます。したがいまして、２町の名前が決まったもの

が即３町で採用されるという形には恐らくならないというところでご

ざいます。そのあたりの最終的な判断、結果等につきましては３町合

併協議会の中で恐らく協議がなされるというところでございます。 

 以上が、まず１点でございます。 

 それからもう一点なんですけれども、少し時間が長くなり申しわけ

ございませんが、本日お手元の方に、大河内町の日和さんと言われる

住民の方から新町の名称の募集につきまして応募があったわけなんで

すけれども、この応募につきまして、その取り扱いにつきまして私ど

も事務局の方で皆様方に既に配付、提出をさせていただいております

名称の選定理由、こちらの方を一部割愛をさせていただいて提出をさ

せてしまいました。大変、事務局として申しわけなく思っております

し、本人さんの意にそぐわない、こういうことで本人さんの方からも

異議がございまして、名称選定の既にお配りをしておる内容と、少し

ご確認をいただければいいと思いますけれども、前段の方の部分、約

２４行目ぐらいまでの文を載せておりません。ですから、本人さん

は、その全文筆記を必ずしてほしいというふうな意味も込めまして、

我々事務局の方に対して、勝手にそういう一方的なやり方はおかしい

ということへの不信感、また事務局での対応、そういったさまざまな

問題につきまして大変心外に思われまして、私ども事務局と本人さん

といろいろお話をさせていただいたところでございますけれども、少

し見解の相違等もございましてご理解をいただけないということで、

本日委員会の方にご報告をさせていただきたいというところでござい
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ます。 

 本人さんの方も、１１月末に事務局の方に期限内にきっちりと名称

の応募をしていただきました。そして、我々は８８６点のその選定作

業等につきましての基礎になる資料を作成をさせていただきました。

そういった中で、数名の方が大変熱意を持って長文といいますか、長

い名称をつけるいわれといったもので、大変長い文章で提出をいただ

いた方も数名ございます。大半の方が、本当に何十文字といいます

か、数行の範囲での応募が主だったかと思っております。そういった

中で、事務局といたしましては、各委員さんへの読みやすさ、見やす

さ、そういったものを含めた上でさせていただいたつもりではあるん

ですけれども、本人さんとの意向がそぐわなかったということでござ

います。これらにつきましては、本当に本人さんのご要望にといいま

すか、本人さんの意思に反したということで、弁解といいますか、反

省もさせていただき、おわびを申し上げたところでございますけれど

も、少しご理解をいただけないというところがございます。 

 この件につきましては、事務局内部でもいろいろ本人さんのやりと

りで、局長、私、事務局職員、いろんな対応が、言葉が違うというこ

とでの不信感、最終的にはこれは私が部下に命令をしてこういうふう

にしたというふうにお伝えはしたんですけれども、その点につきまし

ても少し理解が得られなかったというところでございます。私自身

も、本当に役場の職員ということで、我々は地方公務員法といったも

ので、全体の奉仕者また職務に専念する義務といったもので、広く住

民の方より大きく規範が求められておる公務員でございますので、そ

ういった中で一住民の方のそういった思いを踏みにじるというんです

か、そういったこと、気持ちを大変失墜されたといったことにつきま

しても、本当に反省をいたしております。私自身、そこまで、本当に

応募いただいた方の熱意、そういったものを十分に酌み取れなかっ

た、そういう部分につきまして行政に携わる職員として本当に欠格し

ているのかなというふうな反省もいたしております。 

 この点につきましては、本日また日和氏の方から文書等もいただき

まして、小委員会の立石委員長にはご報告をさせていただきましたけ

れども、足立、上野両町長には、本日中播消防の出初め式がございま

したので、まだご報告、そしてその対応につきましてはご指示をいた

だいておりませんけれども、当小委員会につきましては協議会から付

託を受けた、ゆだねられた委員会でございますので、そちらの方で本

当にもう既に結果としてなってしまっておりますので、ご報告申し上



 発 言 者         議 題・発言内容・決定事項 

- 5 - 

げ、少し言葉足らずではございますけれども、各委員の方から何かご

ざいましたらお願いしたいというところでございます。 

 この間の経緯等につきましては、本当に本人さんの意思を十分に酌

み取れなかったという部分が私の大きな反省として思っております。

そういった点、今後そういう事案が発生しないように十分気を引き締

めてやってまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいという

ところでございます。 

 以上です。以上２点でございます。 

立石（委員長）   ありがとうございました。 

 前回までの経過を説明していただきました。 

 なお、経過の中で、整理をいたしますと、１点は、３町合併協議会

が設置されたことによって、我々が２町で決めるというのか、定める

名称は尊重していただくという精神のもとに、とはいいながら３町の

中でさらに協議をしてということになるだろうという報告でございま

した。 

 したがいまして、我々はあくまでまだ２町合併の協議やってござい

ますんで、既定方針どおり、２町についての名称を本日は絞り込みを

していただくことになろうかと思います。 

 それから、報告の２点目は、応募者の一人から、応募の選定の仕方

の前段においての異議申し立てが出ております。これは本委員会にも

関係あることでございますので、一応絞り込み作業が終わった後で、

委員会としての私の見解を述べさせていただくということにしたいと

思います。 

 それでは、前回の小委員会で第１次選考結果として２２点まで絞り

込んでいただきました。この中から、今日は５点程度まで絞り込みを

していただく２次選考に入りたいと思います。 

 この２次選考の方法につきましては、事務局から再度説明をしても

らいます。 

 事務局。 

浅田（事務局）   それでは、２次選考につきましての少しご説明並びに２２の名称に

つきまして、応募された方々の、これも全文ではございませんけれど

も、大きな理由並びに意味というものも少しご紹介をしながらさせて

いただきたいと思います。 

 その前に、実は２２候補、前回２２日に決定をいただいたんですけ

れども、その中で、申し上げたかもわかりませんが、特にこの名前に

つきましては近隣並びに周辺の市町との紛らわしい名称、そういった
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ものにつきましては県の方が周辺市町に照会をするといったことがご

ざいます。法的には何ら規制はないんですけれども、やはり類似する

ようなお名前は周辺市町との確認が必要であるというところでござい

まして、私どもが今２２候補いただいておる中で、最終的には本日絞

り込みをいただきました候補をまた再度県の方にお出しをするんです

けれども、特に広域的な名称、この中ですと１１の「北播磨」、また

１３の「県央」、１５の「中播磨」、それから１７の「兵庫中央」、

こういったところの名前が、何もだめだということではございませ

ん。広域的なお名前になっておりますので、県の方で周辺の市町に問

い合わせをされるというところでございます。他の名称等につきまし

ては、特に県の方では問題ないということで返事をいただいておりま

す。それがまず１点でございます。 

 それから、それぞれ１から２２までございます中身でございますけ

れども、少しご紹介をしながら、再度確認をいただきたいと思いま

す。 

 まず、１点目の一番多く得票がございました神崎の「神」、大河内

の「河」をとりました「神河町（かみかわちょう）」、それから同じ

く読み方が違います「神河（しんこう）」、この２つでございますけ

れども、やはり大半の方が神崎町の「神」という字と大河内の「河」

という字をとってこの名前をつけさせていただいたと。２町の町名を

平等に１文字ずつとったと言われる方が大半でございました。読み方

の違う方は、しんこう大橋、神崎・大河内を結んでおりますしんこう

大橋、そういったところから両町がその橋の名前に合わせて楽しく手

を結べるようにと、そういった意味からの名前で「神河（しんこ

う）」という名前をつけられております。 

 それから、３番の「笠峰町（かさみね）」ですけれども、これは神

崎町にございます笠形山と大河内町にございます峰山のそれぞれ１文

字をとられて「笠峰」というふうな名前を取り入れられております。 

 それから、４番点目の「美里町（みさと）」でございます。やは

り、両町には緑と美しい川、自然に恵まれた山里、いつまでもこの田

舎ならではの自然環境であることを願いつつ、こういう「美里」とい

う名前をつけられております。 

 それから、５点目、６点目の「埴岡（はにおか）」、「はにおか」

でございます。これはご存じのように、このあたりの旧来の「播磨国

風土記」に示されております「埴岡里」、こういったものからつけら

れておるところでございます。やはり、この「埴岡里」といいますの
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は、旧来大きな範囲で歴史的な個性を示した部分がございますので、

こういった由緒深い名称をつければどうかというところで出されてお

るのが現状でございます。 

 そして、平仮名の方の「はにおか」につきましても、やはり同様に

「播磨国風土記」といったものからこの「埴岡里」といったものをつ

けられておるところがございます。 

 それから、７点目の「愛里町（あいさと）」、「愛」に「里」でご

ざいますけれども、両町でこれまで新町建設計画の作成をいただきま

した、その中にやはり両町が兵庫の中央部に位置をしており、合わせ

るとハート形のマークをしておると。そういった中で、両町の住民が

手を握り、これから新しい町になっても楽しくやっていこうという意

味も含めながら、「愛」それから地域それぞれの山里の「里」をとり

まして、「愛里」という名前を命名されております。 

 それから、８点目の「彩町（あや）」ですけれども、これにつきま

しては、美しいこれからの輝きを持つといった意味からこの「彩」と

いう名前をつけられております。 

 それから、９点目の「神北（かみきた）」ですけれども、これは大

半の方が神崎郡の北部に位置するといったところから「神北」といっ

た名称をつけられております。 

 それから、１０点目の「清川町（きよかわ）」ですけれども、これ

はやはり両町に清流がございまして、その清流には初夏には蛍が飛び

交うといった自然も含めて、大変美しい川が両町に流れておるといっ

たところから「清川」という名前をつけられております。 

 １１点目には、「北播磨（きたはりま）」ということでございま

す。これにつきましては、９番の「神北」と同じような内容なんです

けれども、特に播州平野の北部に位置をするといったご意見が大半で

ございます。播磨の国の最北端といったところから、「神北」という

名前がつけられております。 

 それから、１２番の「希来々（きらら）」でございます。これにつ

きましては、名称の選定理由といたしまして、夢や希望に向かって進

め、元気がある輝ける町を目指してといったところから理由をつけら

れております。 

 それから、１３の「県央（けんおう）」ですけれども、これは読ん

で見ていただいたとおり兵庫県の中央ということで、位置するからと

いうところでつけられております。 

 それから、１４番目の「秀峰（しゅうほう）」ですけれども、これ
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は両町にございます山といいますか、千ケ峰、峰山、砥峰、そういっ

た大変美しい山々に囲まれた町であるというところから「秀峰」とい

う名称の選定理由でございます。 

 それから、１５番の「中播磨（なかはりま）」でございます。これ

はこのあたりを中播磨地区ということでよく言われておるんですけれ

ども、これもやはり兵庫県の中央部、姫路からこの神崎郡あたり、播

磨のちょうど中あたりになるといったところから、中播磨というとこ

ろ、またこの管轄が県、中播磨県民局管轄内、そういったところから

この「中播磨」といった名前をつけられておる方が大半でございま

す。 

 それから、１６番目の「播磨中町（はりまなか）」ですけれども、

播州播磨の中心の町という意味でございまして、町民として誇りを持

てる意味で応募をされております。 

 それから、１７の「兵庫中央（ひょうごちゅうおう）」ですけれど

も、これは見ていただいたとおり、兵庫のほぼ中央部に位置をしてお

るといった意味からつけられております。 

 次に、１８番の「緑町（みどり）」ですけれども、やはりこれは

「美（み）」という美しい、それから「土（ど）」という、「ど」は

少し濁音ですけれども「土地」の、「里（り）」というのは「里」、

「美しい土地の里」、「美しい土地の里」といったものから「緑町」

という形でとられております。あとは、両町にございます山里の自然

環境、また緑や山でいっぱい、そういったイメージからこの「緑町」

といった名前をつけられておる方が大半でございます。 

 それから、１９番の「優希町（ゆうき）」をつけられておりますけ

れども、新しい町に来られた方々に優しさや希望を持っていただけた

らいいなという思いから、この「優希」という名前をつけられており

ます。 

 それから、２０番目の「わかば町」ですけれども、若葉というのは

今からどんどん伸びていくという意味を持っております。そういう意

味も含めながら、この若葉のように元気いっぱいの新町になってほし

いという意味が込められております。そういったところからつけられ

ておるところでございます。 

 それから、２１番の「美山（みやま）」でございますけれども、こ

れも兵庫県にはございませんが、近隣の京都また和歌山、そういった

ところにはこの名前もお聞きをされた方があるかもわかりませんが、

今回も第１次選考で「美山」という名前が残ってございます。これ
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は、やはり美しい山、自然、これらが両町にやはり存在をしておると

いったところから、最終的に追加の２つの中の一つとして選考された

ところでございます。 

 そして２２番目、最後に「和幸町（わこう）」ということで、これ

は両町の住民みんなが幸せになるようにという応募者の方の思いでご

ざいます。 

 以上、長くなりましたが、第１次選考されました名称の応募された

方の主な理由として、あわせてご紹介をさせていただきました。 

 そして、本日、まず第２次選考の選定方法ですけれども、本日１０

名中９名の委員さんのご出席でございますので、前回と同様に投票と

いう形になろうかと思いますけれども、お一人１点をまず選んでいた

だいて、その中で集計をし、次の投票なり、また次の選考というんで

すか、ステップ、まだ重複したりとかいろいろ出てこようと思います

ので、とりあえず第２次選考の第１次段階としてはお一人１点を選ん

でいただくという選定基準方法にいたしておりますので、そういう形

で流れていくのかなというふうに思っております。 

 以上です。 

            〔マイク変更〕 

立石（委員長）   それでは、再開いたします。 

 ただいま事務局の方から、重ねての説明がございました。今までの

説明の件について２次選考に入るまでに何か質問事項、尋ねたいこと

があったら遠慮なしに尋ねてください。 

 かなりの期間ありましたし、今説明していただいたかいつまんだ応

募の作品の趣旨なんかも既に配られておりますんで、特になければ直

接入りたいと思いますが、よろしいですか。 

 どうぞ、多田委員さん。 

多田委員      神崎の多田です。 

 ２番の「神河（しんこう）」、１番と同じ、読み方が違うだけなん

ですけども、これ「大河内（おおかわち）」ですね、「河（かわ）」

ですね、これ「河（こう）」ということで、どうでしょうか。「おお

こうち」「おおこうち」と言うけど、そうじゃないんじゃと、「おお

かわち」ですよということですね。 

小寺委員      「おおかわち」やな。 

多田委員      「神河（しんこう）」というたら、「こう」。 

立石（委員長）   ちょっと話余談になりますけど、あれ、神崎と大河内というのは新

野にかかっとる橋、しんこう、この字書くんですな。ちゃうんかい
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ね。あれは平仮名で書くんですか。 

多田委員      あれはしんこう大橋。しんこう大橋。いやいや、あれは平仮名で

す。 

小寺委員      そうじゃけども、同じ「大河内」の中のな。 

立石（委員長）   意味は一緒やな。 

小寺委員      意味は一緒じゃ。 

立石（委員長）   それにちなんだ「神河（しんこう）」かいなというふうに思うたん

やけど。 

小寺委員      解釈は。 

立石（委員長）   どうぞ。 

浅田（事務局）   多田委員からご質問のございました「しんこう」というあれなんで

すけれども、応募された方は１０名いらっしゃいます。そして、その

大半の方がやはり先ほど言われましたような「しんこう大橋」の「し

んこう」というものをとられておりまして、その中でいわゆる両町の

「神崎」の「神」、それから「大河内」の「河」という字をとって、

「しんこう」というふうにつけられておるというところが、応募され

た方の理由の大半でございます。 

 以上です。 

立石（委員長）   ちなみに、「神河（かみかわ）」というのは何名ありました。 

浅田（事務局）   「神河（かみかわ）」は１７件ございました。 

立石（委員長）   ああ、そうですかいな。ということでございます。 

多田委員      そういうことで、この投票に入る前に、一応こういう分を整理する

とかそういうことはいかがなもんでしょうか。いや、ほんなもん、

「しんこう」やなしに「かみかわ」でいきましょうやと、例えばの話

ですね。同じ漢字でも、「神河（かみかわ）」でという形にするの

か、あるいは「神河（しんこう）」は「しんこう」で一つ、対象とし

ていくのか。 

立石（委員長）   多田委員さんから、今、書いたら字は一緒なんやけど読み方が違う

と、こういう話の中でどっちか統一したらいいんか、すべきかという

ようなご意見やと思うんですが、このことについて皆さんのご意見を

伺いたいなと思います。 

 何かご意見ありますか。 

 どうぞ。 

中塚（副委員長）  私は、出してもらった、応募してもらった人の趣旨を尊重してこの

ままいった方がいいと思う。一つの町名として上げたらいいと思うん

ですが。 
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立石（委員長）   なるほど。読み方のことは抜きにしてという意味でっか。 

中塚（副委員長）  いえいえ、読み方もこれ「しんこう」と読んであげて、これは応募

者がこの振り仮名つけて。 

立石（委員長）   あくまでも独立したもんということですか。 

中塚（副委員長）  そうです。 

立石（委員長）   ああそう。 

 ほかにご意見ございませんか。 

松原委員      神崎町の松原です。 

 先ほど中塚委員の言われたとおり、２つ既に選んでできとるもんで

すから、このままで、私も、いったらいいんじゃないかなと思いま

す。 

立石（委員長）   ほな、ご意見ございませんか。 

 遠慮なしに言うてくださいよ。５点に絞り込まないかんのやから、

何でも思うたこと言うてください。 

 小寺委員さん。 

小寺委員      大河内の小寺ですけど、これ「神河（しんこう）」にしたって、１

０名の方が応募しとってんやから、上から１、２、３、４、５点ほど

が数が多いんでね。「はにおか」までが多いのと、「北播磨」が１３

名とかいうて、それでこういうふうに、「北播磨」、「中播磨」と多

い。そやから、一応「神河（しんこう）」にしてもわざわざ仮名を打

ってくれということで応募要綱に書いてますんで、当然仮名を打って

応募された方は「神河」が「しんこう」と呼ぶということで出してお

られると思うんです。そやから、それは選考の段階でこれはどっちぞ

に統一しようというのはやっぱりちょっとおかしいし、選ぶ段階でど

っちぞに選んだらええことであって、候補としてはやっぱりこのまま

残してたらええんと違うかな。私はそない思いますけどね。 

立石（委員長）   ちょっと、私、多田委員さんの発言で言い間違いしてます。この２

つのやつはどう扱うたらええんやろうかなという問いかけやったん

で、別に統一してはという決めつけの発言でなかったということ、ち

ょっと訂正しておわびしておきます。 

 そういう意味でしたね。 

多田委員      そうです。 

立石（委員長）   へえへえ、済んません。私が勘違いしてたんで。 

多田委員      「大河内」、「大河内（おおかわち）」というんであって、こだわ

って「かわ」という呼び方をされるんで、そういう意味です。 

立石（委員長）   なるほど、済んません。 
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 この扱いについて、皆さん意見、たまたま同じ、漢字で書いたら同

じやけど、これ、読み方で一つに初めからまとめてぶつけるんがええ

んか、どないしたらええんだろうなという問いかけですんで。 

 生田さん、どない思うてっか。 

生田委員      いや、私はもう応募された方、そんなわざわざ平仮名も振り仮名振

っておられるんで、それでいいと思うんね。 

立石（委員長）   竹國さんは。 

竹國委員      私も、このままでいいと思います。 

立石（委員長）   ほかにはございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

立石（委員長）   それでは、ここにあった２２件についてそれぞれ読み方が違う、そ

れぞれというよりも、２つ同じようなもの、読み方が違うけども、あ

くまでも独立した１件として委員会としては扱うと、こういうふうに

ひとつ決定させていただきます。よろしいですね。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

立石（委員長）   それでは、ほかにありませんか。 

 どうぞ。 

小寺委員      大河内の小寺ですけど、投票に入る前に、２２点選んだんですけど

も、自分の主観というものが皆あるんやけども、それは主観というの

もそれはそれで選んでもいいんですけども、やっぱりそれプラス、今

度最後の選考になりますんで、できれば選定基準、募集要綱の中の７

番に選定基準というのがあるんです。現在の神崎町、大河内町を使用

しない名称だとか、これはよろしいんですけども、両町を地理的にイ

メージできる名称とか、いろいろ選定基準というのがありますんで、

できればもう一回これを皆さん頭の中に入れていただいた中で、自分

の好き嫌いやなしに、やっぱりそれに合ったようなものをこの２２点

の中から、やっぱり私は選ぶべきやと思うんですけども、そこらにつ

いてどうですかいな。 

立石（委員長）   おっしゃるとおり、私もそう思うんです。というのは、そのために

募集要領に募集のいわゆる考え方、応募していただく趣旨が説明して

ありますから、それに大きく外れたり、ちょっとというようなもん

は、やっぱりそこら考えないかんなという気はしとんです。そういう

思いと照らし合わせながら、５点を絞っていくということにしない

と、我々がどんな基準で選んだんやというたら、はっきり物が言える

ようにだけはしときたいなと。それだけです。全く、言われるとおり

同感です。 
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 事務局、何かありますか。 

浅田（事務局）   もしあれでしたら、もう一度だけ話、言うときましょうか。 

立石（委員長）   皆さん、お持ちでっか。前からの資料は持っとられますね。 

 十分考えられとるとは思いますけど、今の意見もさらに参考にしな

がら、投票とか選考に入ったら十分考えていただくという意味で時間

とりますんで、書いてすぐ出せということにはならんと思いますが、

その点もひとつ酌んでいただいて。 

 どうぞ。 

生田委員      大河内の生田です。 

 ２次選考のこれでは、「第１次選考の候補の中から、各委員がそれ

ぞれ１点を推薦し」、推薦、まあまあ、投票すると思うんやけど、そ

の「集計結果を参考に」やさかい、何も多い、いろいろとれるんです

けども、投票された９人の中から投票数が多いのが選ばれるとは限ら

へんということやね。では、そういう趣旨でいったらええんかな、や

っぱり、それもまだ。 

立石（委員長）   これ、結果出んとわからんですわ。５点に９人が集中すれば、よっ

しゃ、決まったと、こうなりますんやけども、前回と一緒ですわな。 

生田委員      そやな。 

立石（委員長）   ３点に集中すれば、あと二点。 

生田委員      ２点ということになる。 

立石（委員長）   どうしましょうという諮り方をして、あと二点選ぶというような手

法を用いなしゃあないと違うかなという気はするんですけどね。 

 これが仮に６点にばらけたとしまへんかいな。ほな、みんなでディ

スカッションして、６点の中でこの趣旨に外れたやつが一番遠いのん

とりやみたいな議論もしとかないかんでしょうな。 

 いや、これ、勝手に私が思っとるだけの話で、後でまた相談せなあ

かん話ですからね。 

生田委員      ９票しかないのね。 

立石（委員長）   そうなんです。それがぴちっと５点に集約されたら、こんなややこ

しいことせんでもいけるんやないか。まあまあ、それは中の様子にも

よってくるやろうけど。 

生田委員      ５点にはならんやろな、これ。 

立石（委員長）   どうぞ、足立さん。 

足立委員      足立ですけど、１人１点ずつ出して、ならその５点は票の多い人か

ら５点選ばれるんですか、それともどないする。 

立石（委員長）   ちょっと、これ、事務局、今まで思いの中で、または取り組んだ事
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例なんか、ちょっと説明してください。私がこうやっていうのは言え

まへんので。 

浅田（事務局）   はい。これを、選定方法につきましても、前回と同様にやはり上か

らとっていくんだというだけでは、なかなかやはり結果を見てみない

とできない部分がございます。 

 基本的に、私どもが採用いたしましたのは旧町名をまず使わないと

いうことにいたしております。これ、旧町名を使っておりますと、多

分神崎・大河内という名前が圧倒的になろうかと思います。そういっ

たことを避けるためにも、またせっかく新町になるんですから、やは

りこれから新しい出発という意味で名前をさせていただきました。 

 そして、第２次選考、第１次選考では前回のように４回の投票を最

終的に行っていただきました。そして、私どもの神崎・大河内の名称

の選定については、数が多いからそれを選定しないということにして

おったと思います。 

 とはいえ、やはり９名の方が一度投票していただいて数多く集まっ

たものは、やはりその名前はその最終的な５候補というんですか、そ

の中には当然食い込んでくると思うんですけれども、最終的に５候補

を絞り込んでくるまではその投票を何回かしていただくこともまた発

生するかもわかりませんし、そういう意味でこういう形で協議という

ことも入れさせていただいておりますので、その点は、こちらから型

にはめて一回の投票で上から順番に５点とりますよという形にはちょ

っとできないかなという意味もございましたので、こういう表現をさ

せていただいたところでございます。 

立石（委員長）   要は、そういう思いの中で進めたらはということでございます。１

回目は、いずれにしても候補を投票していただいて、その結果を見な

がら、数点のものについて、さらに募集要領の精神やとかいろんなこ

とを皆さんと再度調整しながら、どう決めていくかというのは、相談

の上で進めていったらと私も思います。 

 そんな方法でよろしいですか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

立石（委員長）   ありがとうございます。 

 では、そういう一つの事前のルールでもって、早速ですがひとつ投

票用紙を配ってください。 

            〔投票用紙配付〕 

立石（委員長）   それでは、用紙が配付されたところで、これから暫時休憩をいたし

ます。 
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 ２時４０分から再開します。中には喫煙者もおるようですから、休

憩になります。 

            〔投票用紙記入〕 

            午後２時１８分 休憩 

            午後２時４１分 再開 

立石（委員長）   それでは、約束の時間が参りましたんで再開いたします。 

 それでは、投票、書いていただいたようですから集めてください。 

 それでは、集計の間、ちょっとこの場所で暫時休憩いたします。 

            〔投票・集計〕 

            午後２時４１分 休憩 

            午後２時４６分 再開 

立石（委員長）   それでは、再開します。 

 ただいま集計の結果が出ました。 

 ごらんのように６点に集約をされたようでございます。 

 初めの皆さんのご意見の流れの中で、協議によって５点程度に絞り

込んでいくという選考要領にも書いてございますように、これの絞り

込みをいかようにしたらいいのか、ご意見を伺いながら調整してまい

りたいと思います。 

 どのようにしたらよろしいか、ひとつ皆さんご意見ありましたら遠

慮なしに申してください。 

 どうぞ。 

正城委員      大河内の正城です。 

 ５点程度なんでしょう。 

立石（委員長）   そうですね。 

正城委員      そしたら、別に６点でも悪くはないんじゃないですか。このままで

今度協議されてもらうということでもいいんじゃないかと思うんです

けど。 

立石（委員長）   なるほど。ほかの方、ご意見、少人数の会議ですから、皆さんそれ

ぞれ思いをこの際全員述べていただいた方がええと思いますんで。 

 今、正城さんから、５点程度ということやから６点に絞られた、こ

のまま上げたらどうやというご意見ですね。 

生田委員      ５点にしようと思ったら１点削らないといかんのやけど。 

立石（委員長）   ああ、削らないかん。 

生田委員      ５点にしても、１点を、１点というのか、それはわからへんけど

も、辞退してまわなあかんということで、非常に難しい話で、ね。 

足立委員      これは協議会ではどのようにして今度５点程度から選ばれるんでし
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ょうか。それは。 

立石（委員長）   これはちょっと事務局、説明してくれますか。 

浅田（事務局）   はい。５点ないし今６点出ておりますけど、これを次回の合併協議

会へ協議事項の一つとして上げさせていただく予定をしております。

そして、合併協議会の委員２８名いらっしゃるんですけれども、２８

名の委員さんにお諮りをして、恐らく投票になると思いますけれど

も、最終の絞り込みをしていただくという格好になると思います。そ

の絞り込みにつきましても、今度合併協議会の方であらかじめ事前に

その方法等についてご説明をさせていただいて、絞り込みの方法とい

うものを当初に少しルール化といいますか、述べさせていただいて、

本日と同じように投票ということで最終の１点を絞るという格好にな

ろうと思います。 

 恐らく、最終的には、この中からとりあえず３点をまず選ぶのか２

点を選ぶのかという格好にして、最終、もう一度決戦投票といったあ

れなんですけれども、２つに絞ってどちらかをやるとかいろんな方法

があると思いますので、そのあたりは合併協議会の方で少し投票に入

る前にお諮りをして、協議をして委員さんの了解を得た上で投票に入

っていただくという形になろうと思います。 

立石（委員長）   ちょっと、今のお尋ねと事務局の答えやけども、要は５、６点に、

５点に仮に絞り込んだとしたら、それを本会議にぶつけると。その選

定の仕方については、協議会の中でその方法を協議にかけて、皆さん

のご了解を得た上で具体的な選定の手法として、投票によるのかとい

うようなことは決めていくということですな。そういうことですね。 

浅田（事務局）   はい。 

立石（委員長）   では、そういうふうに理解してもろうたらと思います。 

生田委員      やはり１回だけじゃないということやね、投票は。 

浅田（事務局）   はい。他でも、大体小委員会を作られておるところが大半でして、

最終的には何点かに絞り込み、最終、合併協議会の中で大半のところ

が投票という形でされておりますので、当協議会におきましてもそう

いう形で委員さんの投票という格好になろうかと思うんですけれど。 

立石（委員長）   立石です。 

 それからもう一点、当委員会で一番初めのころの会議の中で、最終

絞り込みについては、いわゆる学識経験者であるとか、そういった人

たちの参考意見も聞く場を設けたらいかがかというような話もたしか

出たような記憶を私持っとんですが、そこらも視野に入れた最終１点

を選考する場合には、ということもひとつ頭に事務局の方も入れても



 発 言 者         議 題・発言内容・決定事項 

- 17 - 

ろておいた方が、提案の過程で、いや、そんなもん要らんというて皆

言うだったら、それで済む話やけど、そこらもひとつこれは委員会と

しての要望ですけども、私の方からひとつお願いだけしておきます。 

 たしか、そんな話出ましたな。 

委員多数      ありました。 

立石（委員長）   ほかにご意見ございませんか。 

 どうですか。 

竹國委員      このままの見ましたら、やはり皆さん応募された方が多いというの

も入っておりますししますので、５点に絞るということにこだわらな

くてもいいんじゃないかとも私は思っております。 

立石（委員長）   松原さん、どないですか。 

 多田委員、どないですか。 

多田委員      私も５点にここで絞って、というのは多可郡の方でも「北播磨」が

候補に上がってましたようですね。しかし、それを、あれは多可町に

決まったんかな。 

事務局       多可町です。 

多田委員      多可町、多可町に最終的には決まったんですけど、向こうやったら

「北播磨」も。 

立石（委員長）   北播磨域やから。 

多田委員      いうことは、向こうやって西播の奥やったって「北播磨」というこ

とになりますね。そやで、もうカットしておいても、また。 

小寺委員      西播、中播。 

多田委員      県との協議が。 

小寺委員      それは向こうも外す言よったが。 

多田委員      出すんやったら、もう悪いけど。 

小寺委員      多分、これ県がだめやと言うてくるやろう思うんや、何ぼやっとっ

ても。 

多田委員      よそへ。 

立石（委員長）   なるほど。 

小寺委員      「北播磨」というようなのしてます。事務局。 

立石（委員長）   どうぞ。 

浅田（事務局）   済いません。先ほど６点出ております、委員さんの中の意見として

５点程度とございますので、６点ということもこの文言から読み取れ

るのかなという部分がまず１点ございます。 

 それと、この神崎・大河内の隣にございます多可郡の方でも５点ほ

ど選ばれて、その中に「北播磨」という、最終の組の中にございまし
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た。そして、その「北播磨」というのは南に「播磨町」という団体が

実に存在いたしております。そういう意味から、少し県の方としては

広域的なお名前になってまいりますので、周辺のいわゆる播磨とい

う、係る、関連する周辺市町にこの名前が多可郡の合併協議会の方で

最終の絞り込みの段階で選出をされておるということについて、例え

ば大河内町は大河内町として異議ございませんかという問い合わせは

ございました。同様に、隣の神崎町にも、この「北播磨」というもの

の名前の問い合わせがあったと思います。 

 そういう形で、県としても必ずこれはだめですよということにはな

っておりません。そういう周辺市町村の声を聞きながら県として判断

をしてまいるというところでございますので、そのあたりをご理解い

ただければと思います。 

 以上です。 

立石（委員長）   「北播磨町」という名称についての行政的というのか、この播磨地

帯一帯、「播磨町」も、現在「播磨町」ありまんな。「中播磨」とい

う呼び方、「西播磨」という、「西播」という呼び方、いろいろ播磨

が行政の中に出てくるという意味では、これは私の意見ですが、神

崎・大河内の特徴をあらわすという意味では、ちょっとしんどいんか

なという気は私はするんですけどね。 

 小寺委員さん、まだ発言なしですな。 

小寺委員      大河内の小寺ですけど、私も「北播磨」というのはちょっと広域的

過ぎるし、多分残ってもこれは無理と違うかと思ったりするんです。

５点に絞るんやったら、この「北播磨」を削除してもと思うたりする

けどね。明らかに、上の協議会に上げて、その中で、何やの、こんな

ん小委員会わかっとってこれ上げてきたんかと言われたら、あたしっ

て、違うかな、はっきり言うたら、そんな気がしますんで。 

立石（委員長）   はい。 

中塚（副委員長）  神崎町、中塚です。 

 私もそういう難しい手続が要るんだったら、一応ここでご辞退いた

だいて、５点に絞っていただく方がと思います。ご辞退と言うたら失

礼かもわかりませんが、選ばれた人に申しわけないんですが。 

立石（委員長）   足立さんはどないですか。 

足立委員      もちろん、こちらの方と一緒なんですけど、「中播磨」の、ぐあい

悪いなと思よったぐらいですから、「北播磨」は変える。 

浅田（事務局）   決して、県の方も中とか北とか南の播磨がついてだめだということ

ではないということだけ、ひとつご理解いただきたいと思います。や
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はり、名前が例えば「西播磨」と今龍野の方でつけられておるんです

けれども、「西播磨」といえばこの辺も広域的に、また宍粟郡の方も

入ったり、物すごい大きな範囲というなみされ方もされるんで、その

あたりはできれば合併協議会の方で少し協議、検討いただきたいなと

いうことと、あわせて県としては周辺の市町に事前にそういう意向を

調査をされるということでご理解をお願いしたいと思います。決して

だめだということではございませんので、その分だけご理解をお願い

したいと思います。 

立石（委員長）   もう一回頭の中に入れて、今まで出ました皆さんの意見を参考にし

ながら、私の方で７項目をちょっと読み上げますんで、その中でイメ

ージしていただいてご判断をいただきたい、こういうふうに思いま

す。 

 選定基準その１、現在の神崎町、大河内町を使用しない名称である

こと、その２、両町が地理的にイメージできる名称であること、３つ

目には、両町の特徴をあらわしている名称であること、４つ目には、

両町の歴史・文化にちなんだ名称であること、５つ目には、合併を記

念した名称であること、それから６つ目には、新町として希望が持

て、発展を願う名称であること、最後７番目には、その他新町として

ふさわしい名称であることというのが、募集要領に書かれた選定の基

準になっておりますんで、改めてイメージをしていただいて、ただい

ま半数以上の方が５点に絞り込めやということも含めて、あの中では

「北播磨町」というのはどうかなという意見があったようでございま

す。 

 どうぞ。 

松原委員      先ほど私も６点と言いましたけど、そういう意見も多いようですか

ら、訂正して５点で結構です。 

立石（委員長）   こだわりませんという形でございます。 

 ほかの方、どうですか。６点でもええやないかという、そういうご

意見ございましたんで。そのような……。 

 どうぞ。 

正城委員      大河内の正城です。 

 私も先ほど６点でもいいやないかと申しましたが、よくよくそのよ

うに考えてみれば、ああ、そうやなあ、前にも新聞でもめたなという

ようなことも頭に残っておりますし、５点でいいんじゃないかと訂正

いたします。 

立石（委員長）   ほかの方、どないですか。 
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 はい、生田さん。 

生田委員      大河内の生田ですけど、確かに、このまま出しゃあ支障はないです

わね、この委員会。だけど、５つにしても６つにしても、私にはちょ

っと多いように思うんですが。 

立石（委員長）   まだ多いという、なるほど。 

生田委員      多いように思うんですけども、それはそないしたら時間が長うなる

さかいよろしいけども、今おっしゃったように、「北播磨」というの

は、やっぱりちょっと最初の事務局の話の中に「北播磨」とか「県中

央」とか、そんな中に入ってましたんで、やはりそれはちょっとと思

うたという、書かれた方には申しわけないんですけども、そういう意

見です。 

 それで、私としては、５つというて決まっとるさかい、それはそれ

でいいんですけども、５つ程度やさかい、３つぐらいに絞ってええん

かな、そういう意味があるんかなと思うたけど、ずっと見とったとこ

ろ、このまま進みそうやったんでちょっと控えたんですけど、３つと

いうことになると、また投票せんならんさかいに、３つ、４つ……、

５つということでしたらこのままいけますんで、「北播磨」はちょっ

と広域的な感じがしますんで。 

立石（委員長）   はい。 

足立委員      その「北播磨町」を投票された方の意見を尊重するんであれば、

内々のことなんで、その人はもう一つ違うのを出されても、また、僕

はいいですけど、別に。「北播磨」やなしにね。もしその人のことを

尊重するんであれば、だれや僕はちょっとわからないんですけど。も

うこれ内々でここだけの話やから。そういうことやったらそれでもい

いですけど。 

立石（委員長）   ああいう意見も出とるんですが、最終的にはこれが１０点、１０点

にはならんか、９点になっとってもやっぱり絞り込みという方法にな

るんで、この際は再度投票ということもあれでしょうし、竹國さん、

５点程度やから６点でもというふうにおっしゃったんですが、いかが

ですか。 

竹國委員      私は、「北播磨」を１点に書かれた方のやはり思いがあったと思っ

て、私はこの休み時間の間にこういうところは外したらいいねという

話をしてたもんですから、それはわかってたんですけど、この投票さ

れた人の思いがいろいろあるんじゃないかなと思ってそのままにした

んですが、それはいいです。 

立石（委員長）   ああ、そうですか。 
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 では、まあまあ大勢意見として、５つに絞り込むという一つの当初

の原則と、一つ一つのすばらしい名前なんですが、ちょっとどうかな

という思いのもんもあるようでございますんで、この際、ほぼ意見が

皆さん一致し了解を得たところで、悪いけれども、ひょっとしたらわ

しが書いとんかもしれへんのやけど、「北播磨町」というのを外して

５点ということにご異議ございませんか。よろしいですか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

立石（委員長）   出た話の過程をもう一回整理いたしますと、もっと絞り込んでもえ

えんとちゃうかというご意見も、前向きなご意見が非常に……。 

立石（委員長）   いやいやいや、この委員会の権威を示せというぐらい自信持った話

が出て非常にありがたいんですが、一応５点程度ということなんで、

皆さんの応募された方あるいは選定していただいた方々の英知を尊重

するということで、この５点を当委員会の２次選考の結果ということ

で報告をさせていただきたいと思います。これでご異議ございません

か。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

立石（委員長）   ありがとうございました。 

 この件に関して何か続けて協議することはございませんか。この絞

り込みに関して。 

浅田（事務局）   どうもありがとうございました。 

 先ほど委員長の方からこの絞り込みについてほかに何かないかとい

うことなんですけれども、事務局といたしましては、１２月２２日、

そして本日という形で当委員会の付託を受けた最終５点程度の絞り込

みということで選考いただきまして、ありがとうございました。 

 この名称につきましては、次回の第１６回合併協議会の方、この日

程につきましては現在調整をいたしておりますけれども、そちらの方

の協議事項の方で提案をさせていただき、そして協議という形で、恐

らく最終投票になろうかと思いますけれども、神崎・大河内の新町の

名称という形で決定をしていただくという運びになろうかと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

立石（委員長）   ありがとうございます。 

 以上で本日の協議事項のメーンでございました新町名称の絞り込み

について、おかげさまで何とか絞り込みができました。ありがとうご

ざいます。 

 ここで事務局に特にお願いでございますが、非常に重要な問題でご
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ざいますので、本会議で報告する場合あるいは協議会委員の皆さんに

質疑を、当然出てくると思いますので、その際には我々が取り組んで

きた今までの新町名称の検討の経過というものだけはひとつ十分まと

めていただいて、とりわけ今回のこのご議論についてはかっちりと、

ひとつ手間はかかるでしょうけど整理をしておいて、委員長が集中放

火を浴びたときに、私がうろうろせんなんことないだけの資料をひと

つ、もお願いしたい。ほとんどは事務局に振りますけども、そんなこ

とでお願いだけしておきます。 

 その他、次回の小委員会の開催について何かありますか。 

浅田（事務局）   それでは、その他ということで、当小委員会の方も大きな課題が２

つ当然ございまして、名称と、それから庁舎問題がございます。この

間、第４回、第５回、第６回とは名称の方に重点的に力を注いでいた

だきました。支庁舎の問題につきましては、これまでにも小委員会の

方で協議をいただいたわけですけれども、神崎・大河内の両町長等々

を交えた調整会議等も現在長く実施をいたしておりません。そういっ

たところから、あと大きな庁舎、事務組織、こういった問題がセット

になってまいりますので、この件につきまして再度また小委員会を開

催を予定させていただきたいと思っております。 

 日程等につきましては、これも３町の合併協議会との日にちのダブ

らない日を選んでいかなければなりませんので、このあたりも来週、

神崎・大河内の町長さん、議長さん等々の調整会議を事前に開催を予

定をさせていただいております。そういったものを受けながら、こち

らの小委員会の方も第７回小委員会ということでこの庁舎検討の方に

ついて最終的な結論が見出せるような運びになればなというふうに考

えておりますので、もう少しの期間ですけれども、何とぞ格別のご配

慮を賜りますようお願い申し上げます。 

 日程等につきましては、決定次第、ご案内を差し上げたいというふ

うに思っております。 

立石（委員長）   ありがとうございました。 

 それでは、最後になりましたが、会議の冒頭に事務局から報告がご

ざいました新町名称応募に係る異議の申し立てというのが報告されま

した。 

 この件についてちょっと資料を配っていただけますか。 

            〔資料配付〕 

立石（委員長）   それでは、今お配りした資料でございます。 

 まず、異議申立書というものがついておりますが、これはまた後で
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ゆっくり読んでいただいたら結構なんですが、実はあて先が当協議会

の会長足立町長、それと副会長の上野町長、そして新町名称調査検討

小委員会の委員長立石ということで、個人から異議申し立てが出てお

ります。 

 内容を簡単に申し上げますと、冒頭に申し上げましたように、いわ

ゆるこの選定の前段の取り扱いについて異議が申し立てが出たという

ことでございます。そんなことで、組織のいわゆる長、それと団体、

こういった公的な組織の団体の長に向けて連名の異議申立書が出た以

上、やっぱり私は皆さんとともにいろんなことを協議してきたという

中で、私がああ、そうですかということで回答書を出したりすること

には、皆さんのご了解も当然必要だと思いますし、そういった意味

で、私が、今日いただいた文書で昼まで慌ててばらばらっと要点だけ

書いた「新町名称応募における異議申し立てに対する委員長見解につ

いて」という１枚物のペーパーをつけております。 

 そこで、この出てきた文書に対する、この委員会を代表して私の見

解だけは述べておきたいなということでございます。 

 これを今後どう扱っていくかというのは、まだ両町長と調整ができ

ておりませんので、そのことは別にしまして、とりあえずこういう事

態が発生しておるということを皆さんに報告させてもらいたいと。 

 この委員長見解というのをちょっと私が書きましたんで、私が読ま

せていただきます。 

 私は、合併協正・副会長及び小委員会の委員長名を連名とした異議

申立文書を受け、委員長としての見解を示します。 

 １つ、組織運営上からの見解ということで、今回の異議申し立てに

ついては、合併協議会の小委員会としては、協議会組織及び規約に基

づき運営されており、何ら問題なしと判断する。 

 委員長としては、次回の委員会に向けた資料の提出内容の相談報告

をその都度受け、必要な事項については意見を付して会議に臨んでい

る。事務的事項は、事務局に一任するのは当然のことと考えている。

これが一つの見解です。 

 ２つ目、異議申し立ての①、②についての見解でございます。①、

②の件については、添付の資料を考察するところ、申し立ての真意が

はかりかねる。名称選定における手法として、応募者の意図するとこ

ろを簡潔に表現して、選定者の判断に供することを旨とした一般的な

方法であると心得る。個人的感情を交えた職員間のやりとりに端を発

したと考えられる問題に、公の組織団体が公文書で回答することは、
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運営上決定的な誤りがない限りはなじまないと判断する。 

 これが私が現在、この文書を朝受け取って、皆さんに報告するため

の私の思いであります。 

 そんなことで、当委員会においても、もし委員会を代表して私がこ

ういうことに回答する責任があるとするならば、皆さんの意見を十分

聞いた上でせんことには、余りにも委員会または私ら自身の存在その

ものを否定することになりますので、そういう意味で実は書かせてい

ただきました。報告させていただきます。 

 そういう事態が発生したということだけはちょっと脳裏にとどめて

おいてほしいなと、こういうふうに思います。これははっきり言えば

私の考えでは、いろんな今配付しました文書をじっくり読んでいただ

いたら、ご理解いただけるんじゃないかというふうに私は考えてま

す。 

 そんなことで、大変余分なことではございましたが、委員長あてと

いう一つの公職的なことでいただいておる以上、報告の義務がござい

ますんで、報告をさせていただきます。本日、このことについて、皆

さんにご意見、ご議論をしていただきたいという気は今のところござ

いません。このことを両町長、つまり正・副会長に伝えて、後の対応

をどうするのか、判断を待ちたいと、こういうふうに考えております

のでよろしくご理解のほどお願いいたします。 

 以上でございます。 

 また、細かい話につきましては、後、懇親会の場でもいろいろと意

見交換してもろうたら結構かと思います。 

 以上でございます。 

 ほかにないですな。よろしいですか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

立石（委員長）   それでは、皆さんの方から何か一言というのは、ございましたら、

まだちょっと五、六分時間があるようですから。 

 ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

立石（委員長）   ありがとうございます。 

 それでは、午後から精力的に取り組んでいただきまして、おかげさ

まで本日の役目が終わったというふうに思っております。 

 あと、用意されております新春懇親会にひとつ参加をいただければ

幸いかと思います。 

 本日はどうもご苦労さんでございました。 
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